
地域包括ケアシステムについて
－鳥取県東部を中心に－
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東部地区在宅医療介護連携推進協議会
多職種研修ワーキング
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東部
要介護認定数との推計人口動態と推計
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高齢化率推移 全国・東部
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健康寿命と平均寿命
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資料：平均寿命（平成22年）は、厚生労働省「平成22年完全生命表」
健康寿命(平成22年)は、厚生労働科学研究費補助金「健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究」
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介護の希望 自分が
受けたい

両親に
受けさせたい

家族に依存せずに生活できるような

介護サービスがあれば自宅で介護を
４６％ ２７％

自宅で家族の介護と外部の

介護サービスを組み合わせて介護を

２４％ ４９％

有料老人ホームやケア付き高齢者住
宅に住み替えて介護を

１２％ ５％

特別養護老人ホームなどの施設で介
護を

７％ ６％

自宅で家族中心に介護を ４％ ４％

医療機関に入院して介護を ２％ ２％

その他+無回答 ５％ ７％

資料：平成22年介護保険制度に関する国民の皆さまからのご意見募集結果 厚生労働省 6

近年の死亡場所の構成（県、１市４町）
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地域医療構想（2025年の必要病床数の推計）

★政府の社会保障制度改革推進本部医療・介護情報の活用
による改革の推進に関する専門調査会

•推計病床数の減少（41道府県）
•慢性期病床・24万～29万床（２割減の推計）

•高度急性期病床13万床、急性期病床40万床と、そ
れぞれ（３割の推計）

•回復期病床は38万床と３倍の増

この割合で考えると

•鳥取県は７４００床から５８００床の推計
•鳥取東部地区は現状２７８０床から２２４２床の推計

19.4％の
削減？！
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地域包括ケアシステムの「植木鉢」
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「自助・互助・共助・公助」からみた
地域包括ケアシステム

自分たちでできること
お互いにできること

生活保障の制度制度化された支え合い
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地域包括ケアシステム構築のための
重点取組事項

•在宅医療・介護連携の推進

•認知症施策の推進

•生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進

•高齢者の生活を支える住まいとサービスの確保
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在宅医療・介護連携の推進事業

厚生労働省 第２回 都道府県在宅医療・介護連携担当者・アドバイザー合同会議資料 より
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地域包括
支援センター

東部医師会

市町の直営

東部圏域１市４町の行政連携

◆ 国が示す、在宅医療・介護連携推進事業の８項目を実施
◆ 行政職員と医師会職員（看護師・MSW等）が協同して業務を執行
※ 事業運営費と医師会職員費を委託費として１市４町が負担

連携

支援

相談

連 携

看護師等専門職の参画
センター運営への参画

【 東部地域の事業方針 】

・行政は、東部医療圏の１市４町が連携し共同実施（医師会エリアも東部）
・国のモデル事業を参考にし、鳥取県東部地域の実情にあった、全国に例の
ない新しい連携推進体制を構築
・東部医師会在宅医療介護連携推進室を設置し、行政職員と東部医師会の
専門職員が協働で事業を実施

※須坂のように行政連携し、連携推進室を設置。運営は行政と医師会（専門職）が連携・協同
※医療圏で統一行動。介護等事業のない医師会も行政が主体となることで連携がしやすい。

東部医師会 在宅医療介護連携推進室

【東部地域の連携イメージ 】 ○ 地方都市モデル
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在宅医療・介護連携推進事業
（介護保険の地域支援事業平成２７年度～）

厚生労働省 第1回 都道府県在宅医療・介護連携担当者・アドバイザー合同会議資料 より 14

在宅医療・介護連携推進室
2015年度の活動内容、2016年度の方向性

総合企画WG

行政WG

多職種研修WG

住民啓発WG

地域資源WG

2015年度 5回開催 事業全体の企画、進捗管理、HP開設
2016年度 協議会やWGの進捗管理、未検討項目の協議

2015年度 4回開催 情報共有・意見交換、ファシリテーター研修会開催、ケア
マネアンケート
2016年度 資源不足への対応、住民啓発の推進、生活支援・介護予防・認知
症対策との情報共有

2015年度 5回開催 資源調査マップを作成予定（3月）
2016年度 情報更新（年1回）、情報のWEB化

2015年度 5回開催 多職種研修の現状把握、ファシリテーター育成、共通資
料の作成
2016年度 ワールドカフェでの研修テキスト項目抽出、小地域での研修会

2015年度 6回開催 住民啓発の現状把握、ファシリテーター育成
2016年度 小地域学習会開催のための共通の普及啓発資料作成
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